
 

                                                           

           

「いじめ防止対策推進法」への本県の対応（概要） 
 

                                                                   

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

【県教育委員会】 

知事が必要と判断した場合 

「いじめ防止対策推進法」(H25.9.28 施行） 

「いじめの防止等のための基本的な方針」（H25.10.11 文部科学大臣決定） 

青森県いじめ防止基本方針（予定H26.6）〔第12条〕 

国 

有識者会議の開催（H25.12～H26.2 3回） 
「(青森県いじめ防止基本方針検討協議会」 

 ※大学教授、弁護士、臨床心理士、県立精神保健福祉センター所員など 

青森県いじめ問題対策連絡協議会〔第14条1項〕 
※関係課のほか法務局、警察、市町村教委など 

市町村いじめ防止基本方針 

市町村いじめ問題対策 

連絡協議会 

首長附属機関による再調査 

首長は議会へ報告 

県教委附属機関〔第14条3項〕 

知事附属機関等による再調査 

〔第31条2項〕 

「重大事態」への対応 
〔第28条第１項〕 

重大事態への対応 

市町村 ※参考 

県 

設置者又は学校 

から知事に報告 

県教委に報告 

県教委から 

知事に報告 

知事附属機関等による再調査 

〔第30条2項〕 

       ：義務 

             ：努力義務 
 

地教委から 

首長に報告 

地教委に報告 

地教委附属機関 

調査組織 
県教委又は学校〔第28条1項〕 

調査組織 
地教委又は学校 

調査組織 
設置者又は学校〔第28条1項〕 

地
方
公
共
団
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学 
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重 

大 

事 
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知事は議会へ報告〔第30条3項〕 

支援 

【知事部局】 

基本方針策定〔第13条〕 

いじめ防止等の対策のため 

の組織〔第22条〕 

【私立学校】 

基本方針策定〔第13条〕 

いじめ防止等の対策のため 

の組織〔第22条〕 

【県立学校】 【小・中学校】 

基本方針策定 

いじめ防止等の対策のた

めの組織 

首長が必要と判断した場合 

資料１ 


